
「病院または診療所」とは、つぎの各号にいずれかに該当したものとします。

1. 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を

有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し

施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合

には、その施術所を含みます。）

２．前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
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